
 

 

北のクリーン農産物表示制度生産集団登録基準 

 

第１ 趣旨 

   本基準は、「北のクリーン農産物表示要領」（以下、「要領」という。）第１８条の規定

に基づき、登録の基準について必要な事項を定める。 

 

第２ 対象農産物 

 別表１のとおりとする。 

 

第３ 栽培基準 

 １ 栽培方法 

   農業の自然循環機能の維持増進及び安全、安心、品質の高い農産物の生産を図るため、堆

肥等の施用などによる土づくりを基本として、化学肥料や化学合成農薬の使用を最小限にと

どめる栽培方法とする。 

２ 種苗 

遺伝子組換え由来及びゲノム編集技術の利用により得られた生物の種苗を使用しないこと。 

 ３ 肥料及び化学肥料の使用 

    別表２の基準を満たしていること。 

４ 農薬の使用 

   別表３の基準を満たしていること。 

５ その他登録基準 

（１）水稲 有人航空防除を実施していないこと。 

（２）ばれいしょ 茎葉枯凋剤は使用せず、自然枯凋または機械処理を行うこと。 

 

第４ その他 

 その他については、別に定める。 

 

附則 

１ この基準は、平成１５年９月２５日から適用する。 

２ この基準は、平成１６年６月１１日から適用する。 

３ この基準は、平成１６年１０月１日から適用する。 

４ この基準は、平成１８年１２月１５日から適用する。 

５ この基準は、平成２０年６月２３日から適用する。 

６ この基準は、平成２１年３月１１日から適用する。 

７ この基準は、平成２４年１２月１４日から適用する。 

  ただし、すでに登録された栽培基準により栽培を行っている場合、平成２６年１２月３１日

まで、従前の登録基準によることができる。 

８ この基準は、平成２５年３月２６日から適用する。 

９ この基準は、平成２７年１２月１５日から適用する。 

10 この基準は、平成３０年３月２０日から適用する。 

11 この基準は、令和２年７月８日から適用する。 

12 この基準は、令和４年７月２０日から適用する。 


